仕様書

１　業務名　令和８年度県産酒類・県産加工食品消費拡大イベント開催業務委託

２　業務目的
　　　県内で県産酒類・県産加工食品の認知度向上及び消費拡大に向けたイベントを開催することで、県民及び観光客等に対して県内事業者及びその商品の魅力を広く発信し、県内消費の推進及び新たな販路開拓につなげることを目的とする。

３　契約期間
　　契約締結日から令和８年９月３０日（水）まで

４　開催期間等
期間：８月２９日（土）午後（１５時以降を想定）
場所：大分駅北口駅前広場（府内中央口）

５　委託内容
（１）イベント開催・運営業務
　　①　県産酒類・県産加工食品の試飲・試食・販売ブース
・県産酒類について、４区画以上（日本酒、焼酎、クラフトビール、その他（ワイン、リキュール等）等）を設け、試飲・販売を行うこと。なお、酒類の提供・販売に際して必要となる手続（大分税務署に対する期限付酒類小売業免許の申請又は届出等）について、遺漏のないよう調整すること。
　　　・県産加工食品について、上記の県産酒類のブースとのペアリングを意識した事業者及び商品を選定し、試食・販売を行うこと。なお、食品の提供・販売に際して必要となる手続（大分市保健所に対する一時的営業許可又は届出等）について、遺漏のないよう調整すること。
　　②　県産酒類・県産加工食品の認知度向上・消費拡大に向けた魅力の発信について
　　　・県民、観光客等の来場者に対して、商品の違いや事業者のこだわり、商品の魅力等が十分伝わるようパネル・ポップ展示等の工夫を行うこと。
　　　・来場者のイベント参加を促進するため、本事業の限定ノベルティを作成し、試飲・試食の参加状況等に応じて配布すること。
　　　・大分駅の通行客等に対しても、イベント趣旨や県内事業者及びその商品の魅力が伝わるよう、展示・広報を工夫すること。
・本イベントに参加する県産酒類、県産加工食品の製造・販売事業者には、本イベントにおいて、同事業者の高付加価値商品（※）の試飲、販売又はＰＲを行うよう要請すること。
（※）高付加価値商品とは、自社で製造及び販売を行う商品で、原材料、製造方法又はデザイン等の開発、改良を行うことにより、自社の商品群のうち、最も市場に広く浸透している商品等商品群の中心である商品と比較して高価格、高品質で高い収益性が見込まれるものをいう。
　　③　ステージイベント
　　　・大分県酒造組合と調整のうえ、酒樽の鏡割り及び来場者への振る舞い酒などのイベントを実施すること。併せて、蔵元によるトークショーなどステージイベントの実施を検討すること。
　　④　付近商店街の飲食店等への回遊促進
・イベント終了後も、県産酒類や県産加工食品の提供可能な飲食店等の広報など商店街の飲食店等に誘客につながるよう工夫すること。
　　⑤　その他
　　　・来場者が余裕をもって着席・立食できるよう十分なテーブル数を確保し、設置すること。
・実施にあたっては、委託者が大分県酒造組合やおおいた食品産業企業会との共催・後援を検討すること。
　　　　・本事業の実施にあたり、委託者が県公式アンテナショップ「坐来大分」の出展を調整するため、　受託者は、当該ブースを確保するとともに、運営に従事する坐来大分スタッフ（４名）の東京・大分間の往復旅費（航空賃、宿泊費（２泊分）、現地交通費等）について、本業務の委託費内に含めて積算し、負担すること。
（２）会場設営・撤去業務
・会場の設営・撤去、必要な機材・備品等の調達・搬入出・保管・運搬・設置・調整・必要に応じての修理・返却、会場管理及びそれらに付随する業務を行うこと。
（３）当日運営・警備・救護業務
・来場者の受付・誘導等の対応及び参加事業者のフォローを実施すること。また、これらの業務が実施可能な人員を会場内に配置すること。
・会場内の安全確保を図ること。特に、熱中症対策を万全に行い、救護体制を整えること。
（４）広報関連業務
　　・SNS等も活用した効果的な広報を展開すること。また、参加事業者のSNS等を活用した広報への協力を行うことから、７月中旬には広報可能な状況を整えること。
（５）来場者アンケート調査の実施・集計・分析
・来場者を対象としたアンケートを実施すること。
・アンケート結果を集約し、分析すること。
（６）その他必要な業務
・その他事業の準備・実施にあたって必要な全ての業務を実施すること。
・事業実施までの工程表及び運営マニュアルを作成すること。
・関係機関への許可申請等の手続、必要な保険への加入・支払いなど催事運営に必要な業務を行うこと。

６　成果物等の提出
（１）提出物
・事業実施結果報告書（A4版）電子媒体１部
ただし、事業実施の内容のわかる写真等及びアンケート集計分析結果を記載すること。
また、広報物のポスター等は現物、SNS広告等はスクリーンショット等の内容のわかるものを併せて提出すること。
（２）提出場所　大分県商工観光労働部商業・サービス業振興課
（３）提出期限　令和８年９月３０日

７　その他
（１）業務実施にあたっての留意事項
①　委託業務の実施にあたっては、会場所有者・参加事業者等と緊密に連携しながら業務を実施すること。
②　業務の実施にあたり発生した事故等は、受託者の責任において対処するものとする。
③　事故等により発生した損害は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責めに帰する事由により発生したと認めた場合は、その損害は委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者で協議して決定する。
④　契約締結後、この仕様書に記載されていない事項が発生した場合及びこの仕様書について疑義が生じた場合には、別途協議し、変更内容等について決定するものとする。 
⑤　受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
⑥　業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。
⑦　受託者は成果品に使用する全てのものについて必ず著作権等の了承を得て利用すること。第三者の著作権等の権利を侵害したときは、受託者は、その一切の責任を負うこと。
⑧　天災その他経済情勢の激変等により、本イベントが中止となった場合や業務の完了に影響が出た場合は、業務が完了した部分の経費を上限（ただし、契約額以内で、委託者が適切と認める範囲に限る。）に委託料を支払うものとする。
⑨　委託業務の全部を一括して第三者に再委託することは認めない。なお、委託業務の一部を再委託する場合は、事前に委託者の承諾を得ること。

（２）業務の実施体制
①　本業務の実施に当たり、十分な経験を有する業務全体を統括する責任者を置くこと。
②　統括責任者は、業務執行に必要な要員を確実に手配すること。また、業務実施体制表を作成し、委託者へ提出すること。
③　統括責任者は、業務執行の進捗状況を常に把握し、定期的に委託者へ口頭もしくは書面で報告すること。
